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○長久手市みんなでつくるまち条例

平成３０年３月３０日

条例第２号
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附則

わたしたちは、まちの現在と未来の姿に心から向き合い、夢と覚悟を持って

自らの手でまちづくりをしていこうと決意し、その基本となる「長久手市みん

なでつくるまち条例」を定めます。

長久手市は、秀吉と家康が戦った「小牧・長久手の戦い」に関する史跡や、

伝統ある「警固祭り」をはじめとする貴重な文化財が引き継がれ、また、長久

手を源流とする香流川、東部に多く残る里山等豊かな自然を身近に感じること

ができる住みよいまちです。

２００５年の「愛・地球博（日本国際博覧会）」を機に、日本唯一の乗り物

「リニモ」がまちの中心を走り、住宅地の整備が一層進み、長久手市は大きく

発展しました。

一方で、急激な人口増加、価値観の多様化等により、人と人とのつながりが

薄れてきていると感じられます。今後、必ず訪れる少子高齢化、人口減少時代
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に備えて、今、地域のつながりを見つめ直し、多くの課題をみんなで協力して

乗り越えていかなくてはなりません。

そのために、これからのまちづくりは、市民が市及び議会と協働して、主体

的に行動していくことが求められます。互いに声をかけ合い、人を集め、とこ

とん話し合うことを大切にし、課題の解決に向けて取り組むことが必要になり

ます。

この条例は、こうしたまちづくりの基本となる考え方や、市民、議会及び市

それぞれが何をすべきかを示しています。

わたしたちは、多様性と個人の自由を認め合う懐の深さと、自分の言葉と行

動に対する責任を持ちます。そして、次世代に豊かな自然とよりよいまちを引

き継ぎ、みんなで手を取り合って、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまち長久手市

をつくりあげていきます。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、長久手市におけるまちづくりの基本的な事項を定めると

ともに、まちづくりの担い手となる市民、議会及び市の役割及び責務を明ら

かにし、市民が主体的に行動する自治の力を高め、豊かな自然を引き継ぎ、

誰もが笑顔で暮らせる幸せなまちを実現することを目的とします。

（条例の位置付け）

第２条 この条例は、まちづくりの基本であり、市民、議会及び市は、この条

例を誠実に遵守するものとします。

２ 市は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等にあたっては、この条例と

の整合を図らなければなりません。

（用語の定義）

第３条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に住む者、市内で働く若しくは学ぶ者又は市内で事業若しく

は活動を行う者（法人その他の団体を含みます。）をいいます。
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(2) 議会 市議会議員で構成され、市民の意思を市政に的確に反映させるた

めの議事機関をいいます。

(3) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業

委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) まちづくり 笑顔で暮らせる幸せなまちを実現するために行う公共的

な活動をいいます。

(5) 地域活動団体 地域のつながりを基にまちづくりを行う団体をいいま

す。

(6) 市民活動団体 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識を基にま

ちづくりを行う団体をいいます。

(7) 総合計画 目指す将来像を定める基本構想及びその実現のための基本

計画を内容とする総合的な計画をいいます。

（令７条例１６・一部改正）

（まちづくりの基本原則）

第４条 長久手市におけるまちづくりの基本原則は、次に定めるとおりとしま

す。

(1) 情報共有の原則

市民、議会及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を互いに

共有し、活用します。

(2) 市民参加の原則

市民、議会及び市は、市民の参加により、まちづくりを進めます。

(3) 協働の原則

市民、議会及び市は、互いの立場及び特性を理解しながら、信頼関係を

築き、ともに考え行動するまちづくりを進めます。

第２章 まちづくりの担い手の役割及び責務

第１節 市民

（市民の権利）
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第５条 市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。

２ 市民は、まちづくりに参加することができます。

３ 市民は、まちづくりの成果による住みよさや幸せを実感しながら笑顔で暮

らすことができます。

（市民の役割及び責務）

第６条 市民は、地域社会や次世代のことを考え、自らの発言及び行動に責任

を持ち、まちづくりに取り組みます。

２ 市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ他者の多様な価値観

を認めます。

第２節 議会

（議会の役割及び責務）

第７条 議会は、議事機関としてその責任を深く認識し、結果について市民に

対して説明するよう努めるとともに、市政運営を監視する役割を果たさなけ

ればなりません。

２ 議会に関する事項は、長久手市議会基本条例（平成２６年長久手市条例第

４２号）の定めによります。

（令７条例１６・一部改正）

第３節 市

（市長の役割及び責務）

第８条 市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政運営を行わなければ

なりません。

２ 市長は、市民及び議会と総合計画に掲げる将来像を共有し、その実現に向

けて全力を尽くさなければなりません。

（職員の役割及び責務）

第９条 市の職員（以下「職員」といいます。）は、全体の奉仕者として、こ

の条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
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２ 職員は、長久手市全体を職場と捉え、積極的に市民と交流・対話しながら

課題等を把握し、部署間で連携して解決に努めなければなりません。

３ 職員は、前２項の役割等を果たすにあたって、自ら必要な能力を高めるよ

う努めなければなりません。

第３章 市民主体のまちづくり

（市民参加及び協働）

第１０条 市は、計画の立案、実施及び評価の過程において、多様な市民参加

の機会を保障し、得られた意見等を市政に反映するよう努めます。

２ 市民、議会及び市は、未来のまちづくりの担い手として、子どもがまちづ

くりに参加することができる環境づくりに努めます。

３ 市民、議会及び市は、協働を進めるため、互いに声をかけ合い、人を集め、

対話を繰り返すよう努めます。

（市民のまちづくり）

第１１条 市民は、次に掲げる活動に積極的に参加することにより、まちづく

りに取り組みます。

(1) 身近な地域におけるよりよい暮らしの維持及び向上のために自治会そ

の他これに類する地域活動団体が行う活動

(2) 地域社会の発展のために市民活動団体その他これに類する団体が行う

活動

（まちづくり組織）

第１２条 市は、概ね小学校区単位の地域で、市民自身が暮らす当該地域のこ

とを考え、主体的に実行できるよう、地域の市民と協議しながら、その仕組

みをつくるよう努めます。

２ 市民は、概ね小学校区単位の地域で、地域活動団体、市民活動団体その他

の団体及び個人が連携し、対話しながら当該地域固有の課題解決に向けて取

り組む組織（以下「まちづくり組織」といいます。）を設置することができ

ます。
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３ まちづくり組織は、市民に開かれたものとし、地域のあるべき将来像をつ

くり、その実現のため継続的かつ計画的にまちづくりに取り組むよう努めま

す。

４ 市民は、課題を共有し、協働して解決していくため、まちづくり組織が行

う活動への参加を通して、積極的にまちづくりに取り組むよう努めます。

（地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の役割）

第１３条 地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織は、自らの活動へ

の参加を促し、まちづくりの担い手の発掘及び育成を行うため、活動内容及

び運営状況を明らかにし、市民の理解及び共感を得るよう努めます。

（地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織への支援）

第１４条 議会及び市は、地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の

自立性を尊重し、その力が最大限発揮されるよう必要に応じて支援します。

（住民投票）

第１５条 長久手市に関する特に重要な事項について、市民、議会及び市が対

話を重ね、十分な議論をしてもなお、住民の意思を直接確認する必要がある

とき、市長は、その都度定める条例に基づき、住民投票を実施することがで

きます。

２ 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第４章 市政運営

（市政運営の基本原則）

第１６条 市は、公正かつ透明性の高い市政運営を基本とし、市民が主体的に

行動できるまちづくりを進めます。

２ 市は、計画の立案、実施及び評価に至る情報を市民及び議会と共有するこ

とが、まちづくりの基本であることを踏まえ、わかりやすくかつ積極的な情

報提供及び説明に努めます。

３ 市は、まちづくりの実践を通して、職員の人材育成及び配置に努めます。

（計画的な市政運営）
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第１７条 市は、この条例に基づき、総合計画を策定し、計画的な市政運営を

行います。

２ 総合計画における基本構想については、議会の議決を経るものとします。

（情報公開及び個人情報の取扱い）

第１８条 議会及び市は、長久手市情報公開条例（平成１３年長久手町条例第

２４号）の定めるところにより、その保有する情報を市民に公正かつ適正に

公開しなければなりません。

２ 議会及び市は、長久手市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年長

久手市条例第１号）及び長久手市個人情報保護法施行条例（令和４年長久手

市条例第２４号）の定めるところにより、保有する個人情報を適正に管理す

るとともに、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、適正に取り

扱わなければなりません。

３ 市民及び市は、生命及び財産の保護のため、緊急でやむを得ない場合に地

域で互いに助け合い、支え合うための必要最小限の個人情報を共有すること

ができる環境づくりに努めます。

（令４条例２４・令５条例１・一部改正）

（安心安全なまちづくり）

第１９条 市は、市民の安心安全を確保するため、自然災害、重大な事故等に

備え、危機管理体制を整え、災害等の発生時には、関係機関等と連携・協力

し、迅速かつ的確に対応します。

２ 市民は、個人、近隣、自治会等で災害等に備えるため、防災に関する取組

を行い、災害時は自分自身を守る努力をするとともに、互いに協力します。

（他の自治体等との連携）

第２０条 市は、共通課題の解決のため、国、愛知県、他の自治体及び関係機

関等と相互に連携し、協力するよう努めます。

第５章 実効性の確保

（条例の検証）
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第２１条 市民及び市は、５年を超えない期間ごとに、この条例に沿ってまち

づくりが行われているかについて、社会情勢及びまちづくりの推進状況を踏

まえ、検証します。

２ 市は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切な措置を行います。

附 則

この条例は、平成３０年７月１日から施行する。

附 則（令和４年条例第２４号）抄

（施行期日）

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第５

１条の規定に限る。）の施行の日から施行する。

附 則（令和５年条例第１号）抄

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和７年条例第１６号）

この条例は、公布の日から施行する。


